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１．用語の定義 

本選択約款において使用する用語は、次のとおりといたします。 

（１）「コージェネレーションシステム」… ガスを一次エネルギーとしてガスエンジン、ガスタービ

ン、燃料電池等（以下ガスエンジン等といいます。）により電力を発生させるとともに、その際に

発生する廃熱を利用する熱電供給システムをいいます。 

（２）「高効率給湯器」… エネルギー原としてガスを使用し、潜熱（ガスの燃焼により生じる水蒸気

に含まれる熱エネルギーをいいます。）を回収するための熱交換器を備え、給湯熱効率が 90パー

セント以上である給湯器をいいます。 

（３）「低輻射型厨房機器」… 表面の輻射熱を空気断熱構造により抑制し、燃焼排熱を集中排気構造

とした厨房機器をいいます。 

（４）「固定型機器」… 金属可とう管、強化ガスホース、又は金属管を用いて容易に外すことのでき

ない接続方式により接続された機器をいいます。 

（５）「契約月別使用量」… 契約開始月から終了月までの契約で定める月別使用予定量をいいます。 

（６）「契約年間使用量」… 契約月別使用量の合計量をいいます。 

（７）「契約月平均使用量」… 契約年間使用量を 12で除した量をいいます。 

（８）「最大需要期」… 12月分（11月検針日の翌日から 12月検針日まで）から３月分（２月検針日

の翌日から３月検針日まで）までの４か月間をいいます。 

（９）「契約年間負荷率」… 次の算式により算定した割合をいい、パーセントで表示します。（小数

点以下切捨て） 

契約年間負荷率  ＝ 
年間の１か月当たり平均契約使用量 

×  100 
最大需要期の１か月当たり平均契約使用量 

 

（10）「契約使用可能量」… 固定型機器の全定格入力（キロワット)を標準熱量（メガジュール）で

除し３．６を乗じた値をいいます（小数点以下切捨て）。但し１立方メートル未満の場合は１立方

メートルとします。 

（11）「契約高効率機器使用可能量」… 高効率給湯器及び低輻射型厨房機器の全定格入力（キロワッ

ト)を標準熱量（メガジュール）で除し３．６を乗じた値をいいます（小数点以下切捨て）。但し

１立方メートル未満の場合は１立方メートルとします。 

（12）「契約高効率機器使用比率」… 契約高効率機器使用可能量を契約使用可能量で除した値をいい、

パーセントで表示します。（小数点以下切上げ） 

（13）「その他期」… ４月使用分（３月検針日の翌日から４月検針日まで）から１１月使用分（１０

月検針日の翌日から１１月検針日まで）までの８か月間をいいます。 

（14）「冬期」… １２月使用分（１１月検針日の翌日から１２月検針日まで）から３月使用分（２月

検針日の翌日から３月検針日まで）までの４か月間をいいます。 

（15）「消費税等相当額」… 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課され

る地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、１円未満の端数が生じた

場合には、その端数の金額を切り捨てます。 

（16）「単位料金の調整」… 当社は別表の料金表（各料金表の基本料金、基準単位料金又は一般ガス

小売供給約款２３の規定により、本選択約款別表の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位

料金を算定した場合は、その調整単位料金を用います。）を適用して料金を算定いたします。 
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（17)「消費税率」… 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいい

ます。 

 

２．適用条件 

本選択約款の適用条件は、次のとおりといたします。 

お客さまは、次のすべての条件を満たす場合には、当社に対して選択約款の適用を申し込むこ

とができます。 

（１）契約月平均使用量が 400立方メートル以上であること。 

（２）契約年間負荷率が 75パーセント以上であること。 

（３）次のいずれかの条件を満たすこと。 

  ① 定格発電出力（機器容量）が 5kW以上のガスエンジン等を設置していること。 

  ② 高効率給湯器または低輻射型厨房機器を設置し、契約高効率機器使用比率が 20パーセント以

上であること。 

 

３．契約の締結 

（１）お客さまは、適用する料金その他の供給条件を定めた業務用エコ料金契約１種、業務用エコ料

金契約２種のいずれかを契約していただきます。 

（２）お客さまが、ガス小売供給契約の変更を申し出られた場合、変更後の契約適用開始日は原則と

して、毎月１５日までに契約成立となった分については当月定例検針日の翌日とし、毎月１５日

を超えて契約成立となった分については翌月定例検針日の翌日といたします。ただし、開栓と同

時にお申込みをいただいた場合は、ガスの使用を開始した日（開栓日）より適用開始できるもの

といたします。 

（３）契約の期間は、本契約の適用開始日から本契約を解約その他の事由により終了した日までとし

ます。 

（４）本契約の解約又は一般ガス小売供給約款に定める契約への変更をしたお客さまが、再度同一需要場

所で本契約の申し込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日又は契約種別の変

更の日から 1 年に満たない場合には、当社は、その申し込みを承諾しないことがあります。ただし、

設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による解約又は契約種別の変更の場合はこの限り

ではありません。 

（５）２の規定に定める適用条件を満たしており、次の期間内である場合、他の契約種別（一般ガス

小売供給約款に定める契約を除きます。）への変更の申し込みは、原則として承諾いたしません。 

  ①新たにガスの使用を開始した場合は、本契約の適用開始の日から同日が属する月の翌月を起算

月として１２か月目の月の検針日まで 

  ②契約種別（一般ガス小売供給約款に定める契約を除きます。）を変更した場合は、    

   契約種別の変更の日から同日が属する月の翌月を起算月として１２か月目の月の検針日まで 

 

４．料 金 

 当社は、業務用エコ料金契約１種には別表の料金表１を、業務用エコ料金契約２種には別表の料金

表２を適用して料金を算定いたします。 
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５．名義の変更 

お客さま又は当社が契約期間中に第三者と合併し、又はその事業の全部若しくはこの契約に関係

ある部分を第三者に譲渡する場合には、お客さま又は当社はこの契約をその後継者に承継させ、か

つ後継者の義務履行を相手方に保証するものといたします。 

 

６．契約の変更又は解消 

（１）お客さまのガス使用計画に変更がある場合、若しくは本供給条件が変更された場合は、契約期

間中であっても、双方協議してこの契約を変更又は解消することができるものといたします。 

（２）当社に契約違反があった場合、又はお客さまに契約違反があった場合（２の適用条件を満たさ

なくなった場合を含みます。）には契約期間中であっても、相互に契約を解消できるものといたし

ます。 

 

７.その他 

その他の事項については、一般ガス小売供給約款を適用いたします。 
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附 則 

１. 本選択約款の実施期日 

   本選択約款は、２０２４月９月１５日から実施いたします。 

 

２. 実施に伴う切替措置 

  ２０２４年９月の定例検針日以降で且つ１０月１日以降に初めて支払い義務が発生する料金から、 

  本選択約款を適用します。なお、２０２４年９月３０日までに支払い義務が発生する料金は、本 

選択約款の実施前の選択約款に基づき料金を算定するものといたします。 
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（別 表） 

１．料金表１（消費税等相当額を含みます。） 

（１）基本料金 

 １か月及びガスメーター１個につき ５３,７４６．００円  

 

（２）基準単位料金 

  冬 期 その他期  

１立方メートルにつき １３３．３５円 １２１．００円 

（３）調整単位料金 

(２)の基準単位料金をもとに一般ガス小売供給約款２３の規定により算定した１立方メートル

当たりの単位料金といたします。 

 

２．料金表２（消費税等相当額を含みます。） 

（１）基本料金 

 １か月及びガスメーター１個につき １１,０１１．００円  

（２）基準単位料金 

  冬 期 その他期  

１立方メートルにつき １５１．２０円 １３６．７９円 

（３）調整単位料金 

(２)の基準単位料金をもとに一般ガス小売供給約款２３の規定により算定した１立方メートル

当たりの単位料金といたします。 

 


